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江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区における老朽建築物の除却及び建替えの助成

に関する要綱 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 老朽建築物の除却（第６条・第７条） 

第３章 耐火建築物等への建替え（第７条の２―第７条の４） 

第４章 助成金交付手続（第８条―第12条） 

第５章 その他（第13条―第16条） 

付則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業

の事業地区において、老朽建築物の除却及び耐火建築物等への建替えについて、予算の範囲内に

おいて助成を行うことにより、延焼危険性の高い建築物の除却及び不燃化の促進を図り、もって

地域の防災性の向上に資することを目的とする。 

（通則） 

第２条 江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物の除却及び耐火建築物等への建

替えに対する助成金（以下「助成金」という。）の交付については、江戸川区補助金等交付規則

（昭和42年３月江戸川区規則第３号）によるほか、この要綱に定めるところによる。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 事業地区 住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成16年４月１日付け国住市第350号国土交

通省事務次官通知）に基づき、江戸川区（以下「区」という。）が施行する江戸川区西小松川

町、東小松川一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業の事業地区をいう。 

⑵ 老朽建築物 次のいずれかに該当する延焼防止上危険な木造建築物をいう。 

ア 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）第13条第

１項に基づく除却勧告を受けた木造建築物 

イ 区の調査により危険であると認められた昭和56年５月31日以前の木造建築物 

ウ 区の調査により危険であり、かつ、建築物の管理その他の事由により当該建築物の除却を

することが延焼防止を図る上で至当と認められた木造建築物 
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⑶ 耐火建築物等 次に掲げる耐火建築物及び準耐火建築物をいう。 

  ア 耐火建築物 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第２条第９号の

２に規定する耐火建築物（附属建築物を除く。）をいう。 

  イ 準耐火建築物 法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物（附属建築物を除く。）をい

う。 

⑷ 戸建建替え 老朽建築物の除却及び次のいずれかに該当する耐火建築物等への建替えを行う

ことをいう。 

  ア 一つの建築物に一つの住戸を持つ住居専用建築物若しくは住商工併用建築物又は商工専用

建築物 

  イ 一つの建築物に複数の住戸を持つ住居専用建築物若しくは住商工併用建築物であって、第

８条第１項に規定する申請者及びその親族が居住する建築物 

⑸ 共同住宅等建替え 老朽建築物の除却及び次のいずれかに該当する耐火建築物等への建替え

を行うことをいう。 

  ア 共同住宅 

  イ 長屋 

⑹ 細街路 法第42条第２項に規定する幅員４メートル未満の道路及び道をいう。 

（対象区域） 

第４条 この要綱による助成の対象区域は、事業地区とする。 

（助成対象者） 

第５条 この要綱による助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、住民税

を滞納していない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 建築物の登記事項証明書上の所有者又は登記事項証明書上の所有者から委任を受けた者  

⑵ 未登記の建築物にあっては課税の名義人又は課税の名義人から委任を受けた者 

⑶ 申請予定建築物が相続登記されておらず、登記事項証明書上の所有者が被相続人名義の場合

は、当該建築物が相続されていることを遺産分割協議書等の写しその他の相続人であることを

証する書類により確認できる者又は当該相続人から委任を受けた者。未登記の建築物で課税名

義人が被相続人の場合も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第３号に規定す

る宅地建物取引業者が販売目的のために除却及び建替えをする場合は、助成の対象としない。 
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３ 耐火建築物等への建替えに係る助成を受ける場合は、申請予定建築物を１年以上所有（相続等

の一般承継による所有権移転は、被承継人の所有期間を、承継人が引き継ぐものとする。）して

いなければならないものとする。 

第２章 老朽建築物の除却 

（助成対象要件） 

第６条 江戸川区長（以下「区長」という。）は、対象区域内において、第３条第２号に規定する

要件を満たす老朽建築物の除却を行う助成対象者に対し、別表第１―１及び別表第１―２に定め

る費用の一部を助成する。 

２ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく除去費及び処分費は、図面、建材の製造年月日

に係る資料その他の客観的な資料又は分析調査によって石綿含有を認められたものに限り、助成

の対象とする。 

３ 国、地方公共団体等から老朽建築物に関し補償金、補助金等の交付を受けている場合は、当該

補償金、補助金等とこの要綱による助成金の内容とが重複しない限りにおいて助成の対象とする

ことができる。 

（老朽建築物の助成金額） 

第７条 老朽建築物に係る助成金額は、別表第１―１に定める額とする。ただし、石綿含有事前調

査費、分析費、除去費及び処分費については、別表第１―２に定める額を加算できるものとす

る。 

２ 区長は、別表第１―３に定める基準に基づき、消費税相当額の助成の可否を判定するものとす

る。 

第３章 耐火建築物等への建替え 

（助成対象要件） 

第７条の２ 区長は、対象区域内において、次に掲げる全ての要件を満たす戸建建替え又は共同住

宅等建替えを行う助成対象者（過去５年以内に事業地区における老朽建築物の除却を行った者を

含む。）に対し、別表第１―１、別表第１―２、別表第２又は別表第３に定める費用の一部を助

成する。 

 ⑴ 戸建て建替えにあっては第３条第４号に規定する要件を満たし、共同住宅等建替えにあって

は同条第５号に規定する要件を満たしていること。 
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 ⑵ 建替え後の建築物が江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例（平成17年12月江

戸川区条例第59条）その他関係法令及び区長が別に定める地区整備指針に適合する耐火建築物

又は準耐火建築物であること。 

 ⑶ 建替え後の建築物と隣接する建築物との間隔が十分に確保されていること。 

 ⑷ 建替え後の建築物の形状及び外壁等の色彩が周辺の環境に配慮したものであること。 

 ⑸ 建替え後の建築物が第３条第４号イ又は同条第５号に規定する建築物に該当する場合は、二

方向以上の避難路を確保すること。 

 ⑹ 細街路の拡幅整備又は不法占使用の改善工事が発生する場合は、Ｌ型側溝の後退又は設置を

行う等、防災性及び住環境の向上を図ること。 

 ⑺ 共同住宅等建替えを行う場合は、建築物の敷地面積が100㎡以上であること。 

２ 国、地方公共団体等から建築物に関し補償金、補助金等の交付を受けている場合は、当該補償

金、補助金等の内容とこの要綱による助成金の内容とが重複しない限りにおいて助成の対象とす

ることができる。 

（戸建建替えの助成金額） 

第７条の３ 戸建建替えに係る助成金額は、別表第１―１、別表第１―２及び別表第２に定める額

の合計額とする。ただし、助成対象者が過去５年以内に事業地区における老朽建築物の除却を行

っている場合は、別表第２に定める額とする。 

２ 第７条第２項の規定は、前項に規定する助成金額について準用する。 

（共同住宅等建替えの助成金額） 

第７条の４ 共同住宅等建替えに係る助成対象者への助成金額は、別表第１―１、別表第１―２及

び別表第３に定める額の合計額とする。ただし、助成対象者が過去５年以内に事業地区における

老朽建築物の除却を行っている場合は、別表第３に定める額とする。 

２ 第７条第２項の規定は、前項に規定する助成金額について準用する。 

第４章 助成金交付手続 

（助成金の対象承認） 

第８条 助成を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、密集住宅市街地整備促

進事業助成対象承認申請書（第１号様式）に第７条第２項に規定する判定（第７条の３第２項又

は前条第２項において準用する場合を含む。）に必要な資料その他関係書類を添えて、区長に提

出しなければならない。 



 

5/12 

２ 区長は、前項の申請書等が提出されたときは、その内容を審査し、申請者が実施する工事（以

下「対象工事」という。）が助成金の対象となると認めた（以下「対象承認」という。）場合

は、密集住宅市街地整備促進事業助成対象承認通知書（第２号様式）により当該申請者に通知す

る。 

３ 申請者は、前項の通知書の発行をもって、対象工事を開始できるものとする。 

（変更及び取下げ） 

第９条 申請者は、前条第２項の通知を受けた内容を変更しようとする場合は、密集住宅市街地整

備促進事業助成対象承認変更申請書（第３号様式）に、当該変更に係る関係書類を添えて区長に

提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請書等が提出されたときは、その内容を審査し、変更が必要と認めた場合

は、密集住宅市街地整備促進事業助成対象承認変更通知書（第４号様式）により当該申請者に通

知する。 

３ 区長は、前項の規定にかかわらず、助成金額の変更を伴わない軽微な変更については、前項の

通知を省略することができる。 

４ 申請者は、対象工事を中止し、又は取りやめたときは、密集住宅市街地整備促進事業助成取下

げ等届出書（第５号様式）を区長に提出しなければならない。 

（工事の完了報告及び助成金交付申請） 

第10条 申請者は、対象工事が完了したときは、密集住宅市街地整備促進事業助成工事完了報告書

（第６号様式）及び密集住宅市街地整備促進事業助成金交付申請書（第７号様式）に関係書類を

添えて、区長に提出しなければならない。 

（助成金の交付決定及び交付請求） 

第11条 区長は、前条の申請書等が提出されたときは、その内容を審査するとともに、対象工事の

完了を確認し、助成金の交付の可否及びその額を決定する。 

２ 区長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、密集住宅市街地整備促進

事業助成金交付決定通知書（第８号様式）により当該申請者に通知する。 

３ 前項の通知を受けた申請者（以下「助成決定者」という。）は、速やかに密集住宅市街地整備

促進事業助成金交付請求書（第９号様式）を区長に提出しなければならない。 

（助成金の対象承認又は交付決定の取消し等） 
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第12条 区長は、第８条第２項の通知を受けた申請者又は助成決定者（以下「助成決定者等」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の対象承認又は交付決定を取り消すこと

ができる。 

⑴ 関係法令に違反した場合 

⑵ 偽りの申請その他不正な手段で助成金の対象承認又は交付決定を受けた場合 

⑶ この要綱に違反し、又は区長の指示に従わなかった場合 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じた場合 

２ 区長は、前項の規定により、助成金の対象承認又は交付決定を取り消したときは、密集住宅市

街地整備促進事業助成対象承認・助成金交付決定取消通知書（第10号様式）により、助成決定者

等に通知する。 

３ 区長は、前項の場合において、既に交付した助成金があるときは、助成金の交付を受けた者に

対し、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。 

第５章 その他 

（立入調査、指導及び助言並びに現況報告） 

第13条 区長は、助成に関し必要と認めるときは、助成に係る建築物に立ち入り、調査を行うこと

ができる。 

２ 区長は、助成に関し必要と認めるときは、申請者に対して、指導、助言等を行うとともに、定

期又は随時に現況の報告を求めることができる。 

（除却工事後の敷地の取扱い） 

第14条 第２章の規定により助成を受けようとする助成対象者は、第11条第１項の規定による対象

工事の完了の確認を受けるまで、土地売買契約、借地権設定契約等の締結及び所有権移転登記を

行ってはならない。 

２ 第２章の規定により助成を受けた助成対象者は、老朽建築物の除却後の敷地を適正に管理しな

ければならない。 

（建替え後の助成対象者の責務） 

第14条の２ 第３章の規定により助成を受けた助成対象者は、建替え後の建築物を適正に管理しな

ければならない。 

（電子申請） 

第15条 この要綱に定める申請、届出、報告及び請求（以下「申請等」という。）については、電

子情報処理組織（区の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請等
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をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使

用する方法により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、この要綱に規定する当該申請等に係る書面等に

より行われたものとみなす。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１―１（第６条―第７条の４関係） 

助成区分 助成内容 助成金額 

老朽建築物の除却に

要する費用 

⑴ 老朽建築物及びこれに付属す

る工作物の除却工事費 

⑵ 除却後の敷地の整地費 

⑶ 大気汚染防止法に基づく石綿

含有事前調査費、分析費、除去

費及び処分費 

次に掲げる額のうちいずれか低い額 

⑴ 実費相当額 

⑵ 除却費単価（23,000円/㎡）に老朽

建築物の延床面積を乗じて得た額 

備考 

 １ 延床面積は、第13条第１項の立入調査により算出した実測面積とする。 

 ２ 助成金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

別表第１―２（第６条―第７条の４関係） 

助成区分 助成内容 助成金額 

石綿調査及び除去に

要する費用 

大気汚染防止法に基づく

石綿含有事前調査費、分

析費、除去費及び処分費 

次に掲げる額のうちいずれか低い額 

⑴  別表第１―１の助成金額⑵に定める額か

ら同表の助成内容⑴及び⑵に相当する実費

額を除いた額（当該金額が零を下回る場合

は零とする。）を、同表の助成内容⑶に相

当する額から除いた額 

⑵ 石綿除去単価（10,000円/㎡）に老朽建築

物の延床面積を乗じて得た額 

備考 

１ 延床面積は、第13条第１項の立入調査により算出した実測面積とする。 

２ 助成金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 
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別表第１―３（第７条関係） 

別表第２（第７条の２、第７条の３関係） 

助成区分 助成内容 助成金額 

建築設計及び工事監

理に要する費用 

新築する建築物の設計費

および工事監理費 

建替え後の建築物の地上１階から３階までの

床面積の合計（以下「助成対象床面積」とい

う。）に応じて、算出した額 

備考 助成金額の算出方法は、次のとおりとする。 

助成対象床面積 金額 

㎡以上 ㎡未満 千円 

  ～ ５ 1,014 

５ ～ 10 1,086 

10 ～ 15 1,158 

15 ～ 20 1,230 

20 ～ 25 1,302 

25 ～ 30 1,374 

30 ～ 35 1,446 

35 ～ 40 1,518 

YES NO

NO YES

YES 注1）

YES

NO NO 注2）

YES

YES NO

基準期間の課税売上高が
5,000万円以下か

　【簡易課税制度】を選択しているか

特定期間の課税売上
高又は給与等支払額
の合計金額が1,000万
円以下か 「特定期間」とは、個人の場合はその

年の前年の1月1日から6月30日まで
の期間をいい、法人の場合は、原則
として、その事業年度の前事業年度
開始の日以後6ヶ月の期間をいう。

【
消
費
税
を
課
税
さ

れ
な
い
資
産

】

消費税相当額を助成

消費税相当額の助成不要

YES

個人事業用の事業用
資産か。ただし消費
税を課税されない事
業に使用する場合を
除く。

※NOの場合、「消費
税を課税されない資
産である旨の申出書」
の写しを提出。

課税業者を選択しているか、
または適格請求書発行事業
者の登録を受けているか。

「基準期間」とは、ある「課税期間」に
おいて、消費税の納税義務が免除さ
れるかどうか、簡易課税制度を適用
できるかどうかを判断する基準となる
期間。原則として、個人事業者につい
てはその年の前々年、法人について
はその事業年度の前々事業年度を
いう。

 NO

 【免税事業者】

消費税相当額助成の要否判定フロー
START

法人か
基準期間の課税売上高が
1,000万円以下か

NO【課税事業者】
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40 ～ 45 1,590 

45 ～ 50 1,662 

50 ～ 55 1,734 

55 ～ 60 1,806 

60 ～ 65 1,878 

65 ～ 70 1,950 

70 ～ 75 2,022 

75 ～ 80 2,094 

80 ～ 85 2,166 

85 ～ 90 2,238 

90 ～ 95 2,310 

95 ～ 100 2,382 

100 ～ 105 2,454 

105 ～ 110 2,526 

110 ～ 115 2,598 

115 ～ 120 2,670 

120 ～ 125 2,742 

125 ～ 130 2,814 

130 ～ 135 2,886 

135 ～ 140 2,958 

140 ～ 145 3,030 

145 ～ 150 3,102 

150 ～ 155 3,174 

155 ～ 160 3,239 

160 ～ 165 3,305 

165 ～ 170 3,370 

170 ～ 175 3,436 

175 ～ 180 3,501 

180 ～ 185 3,567 

185 ～ 190 3,632 
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190 ～ 195 3,697 

195 ～ 200 3,763 

200 ～ 205 3,828 

205 ～ 210 3,880 

210 ～ 215 3,954 

215 ～ 220 4,017 

220 ～ 225 4,080 

225 ～ 230 4,143 

230 ～ 235 4,206 

235 ～ 240 4,269 

240 ～ 245 4,332 

245 ～ 250 4,395 

250 ～ 255 4,458 

255 ～ 260 4,521 

260 ～ 265 4,584 

265 ～ 270 4,647 

270 ～ 275 4,710 

275 ～ 280 4,773 

280 ～ 285 4,836 

285 ～ 290 4,899 

290 ～ 295 4,962 

295 ～ 300 5,025 

300 ～ 5,088 

別表第３（第７条の２、第７条の４関係） 

助成区分 助成内容 助成金額 

建築設計及び工事監

理に要する費用 

新築する建築物の設計費

および工事監理費 

次に掲げる額のうちいずれか低い額 

⑴ 実費（業務報酬基準を基に算出した額を

標準とする額を超える場合にあっては、業

務報酬基準を基に算出した額を標準とする
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額を上限とする。）に、住宅部分に係る床

面積を建替え後の建築物の延床面積で除し

た数値を乗じて得た額の３分の２の額 

⑵ 建築物の助成対象床面積の合計に応じ別

表第２に定める額 

備考 

 １ 業務報酬基準を基に算出した額を標準とする額とは、建築士事務所の開設者がその業務に関

して請求することのできる報酬の基準（令和６年国土交通省告示第８号）により算出すること

とする。この場合において、人件費単価は、国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価

を用いることとする。 

 ２ 助成金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

様式 （別紙のとおり改める。） 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による皆瀬語の江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区における老朽建築物の

除却及び建替えの助成に関する要綱の規定は、施行日以降になされる申請から適用し、施行日前

になされた申請については、なお従前の例による。 


